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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】被検体体内組織の形態情報と機能情報とを同時
に把握可能な超音波診断装置を提供する。
【解決手段】超音波診断装置は、表示手段が接続可能に
構成され、プローブが被検体の体表上で操作されること
によって前記被検体の体内から取得された反射超音波に
基づいて前記被検体の体内観察を行う超音波診断装置で
あって、前記反射超音波に基づいて前記被検体の断層画
像を生成する断層画像生成部１０５と、前記反射超音波
に基づく受信信号を解析し、前記被検体の断層画像の各
画素位置における機能情報を出力する受信信号解析部１
０６と、前記受信信号解析部が出力した各画素位置の前
記機能情報に基づき、前記断層画像の各画素に奥行情報
を付与した疑似３次元画像を生成する疑似３次元画像生
成部１０７と、前記疑似３次元画像を２次元画像へ射影
変換する射影部１０８とを備え、前記表示手段に前記射
影変換された２次元画像を表示する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示手段が接続可能に構成され、プローブが被検体の体表上で操作されることによって
前記被検体の体内から取得された反射超音波に基づいて前記被検体の体内観察を行う超音
波診断装置であって、
　前記反射超音波に基づいて前記被検体の断層画像を生成する断層画像生成部と、
　前記反射超音波に基づく受信信号を解析し、前記被検体の断層画像の各画素位置におけ
る機能情報を出力する受信信号解析部と、
　前記受信信号解析部が出力した各画素位置の前記機能情報に基づき、前記断層画像の各
画素に奥行情報を付与した疑似３次元画像を生成する疑似３次元画像生成部と、
　前記疑似３次元画像を２次元画像へ射影変換する射影部とを備え、
　前記表示手段に前記射影変換された２次元画像を表示する
　超音波診断装置。
【請求項２】
　前記射影部は、前記疑似３次元画像を平行射影変換する
　請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記射影部は、前記視点位置が初期状態の場合には垂直射影変換を行い、
　前記垂直射影変換された表示画像は、前記断層画像を２次元表示する場合の表示画像と
同等である
　請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　さらに、前記疑似３次元画像を観察する視点に相当する位置を変更する操作手段が接続
可能に構成され、
　前記視点位置が変更された場合には、前記射影部は前記疑似３次元画像を変更された視
点位置にもとづき射影変換し、
　前記表示手段に変更された視点位置にもとづき射影変換された２次元画像を表示する
　請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　さらに、検査者を撮像する撮像手段が接続可能に構成され、
　かつ、前記撮像手段によって撮像された検査者の画像を解析し前記疑似３次元画像を観
察する視点位置を決定する画像解析部とを備え、
　前記射影部は前記視点位置にもとづき前記疑似３次元画像を射影変換する
　前記表示手段に変更された視点位置にもとづき射影変換された２次元画像を表示する
　請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記受信信号解析部は、前記機能情報として血流情報を出力する
　請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記受信信号解析部は、前記機能情報として硬さ情報を出力する
　請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記受信信号解析部は、前記機能情報として造影情報を出力する
　請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記受信信号解析部は、前記機能情報として組織動き情報を出力する
　請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　プローブが被検体の体表上で操作されることによって前記被検体の体内から取得された
反射超音波に基づいて表示手段に画像表示をする方法であって、
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　前記反射超音波に基づいて、前記被検体の断層画像を生成し、
　前記反射超音波に基づく受信信号を解析し、前記被検体の断層画像の各画素位置におけ
る機能情報を出力し、
　前記断層画像の各画素位置の前記機能情報に基づき、前記断層画像の各画素に奥行情報
を付与した疑似３次元画像を生成し、
　前記疑似３次元画像を２次元画像へ射影変換し、
　前記射影変換された２次元画像を前記表示手段に表示する
　画像表示方法。
【請求項１１】
　前記疑似３次元画像は観察する視点に相当する位置に基づき斜射変換される
　請求項１０に記載の画像表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置および超音波画像表示方法に関する。特に、超音波プローブ
により被検体から取得された反射超音波に基づいて、被検体の断層画像と被検体の生体組
織の機能を示す画像とを、同時に表示する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、超音波探触子（以後、「プローブ」とする）により被検体内部に超
音波を送信し、被検体組織の音響インピーダンスの差異により生じる超音波反射波を受信
する。さらに、この受信信号に基づいて、被検体の内部組織の構造を示す超音波断層画像
（以後、「断層画像」とする）を生成し、モニタ（以後、「表示手段」とする）上に表示
するものである。被検体への侵襲が少なく、リアルタイムに体内組織の状態を断層画像と
して観察できるため、生体の形態診断に広く用いられている。
【０００３】
　近年、断層画像による体内の形態情報だけではなく、反射超音波信号を解析することで
、体内の機能情報や組織性状などを観察し、診断することが行われている。例えば、超音
波が血管内の赤血球で反射する際に起こるドプラシフトを検出することで、血流情報を得
ることが行われている。また、超音波探触子で被検体を圧迫しながら反射超音波信号を計
測し、圧迫により生じた生体各部の歪みを算出することで、生体組織の硬さを表す弾性画
像を得ることが行われている。
【０００４】
　一方、得られた機能情報や組織性状の表示においては、断層画像との重畳表示が一般的
におこなわれている。例えば、特許文献１には、血流量や弾性率に応じて赤や青の色相情
報を付与し、グレースケールで表される断層画像上に重畳して表示する超音波診断装置が
記載されている。図６は、従来の超音波診断装置において、断層画像に対して、硬さ情報
を重畳して示した画像表示の一例である。表示画面上例えば緑色で示される領域Ａは平均
的な硬さをもつ領域、表示画面上例えば青色で示される領域Ｂは比較的硬い領域として、
重畳表示している。このように、従来から診断に用いられている断層画像に対し、付加情
報としてカラー表示を重畳することで、形態情報と機能情報との両者を観察することがで
き、より正確な診断をすることができる。しかしながら、断層画像上に付加情報を重畳表
示することで、重畳された部分の断層画像を付加情報が覆ってしまい、本来断層画像が持
つ情報を隠してしまっていた。図６では、青色で示される領域Ｂが硬いことはわかるが、
断層画像の階調が不明瞭になっていた。このため、図７に示すように、断層画像と、重畳
画像とを並べて２画面表示し、両者を併せて提示することが一般的となっていた。図７は
、従来の超音波診断装置において、断層画像に対して硬さ情報を重畳して示した画像と断
層画像とを並べて表示した一例である。
【０００５】
　また、特許文献２には、機能情報を表示するための他の方法として、機能情報の３次元
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グラフ表示を用いる技術が提案されている。これは、血流速情報を高さで表現した疑似３
次元表示を行うことで、血流の様子を立体的に観察できるようにしていた。しかしながら
疑似３次元表示では、形態情報の観察をすることはできなかった。よって、形態情報を観
察するには、２画面で表示するなど、対応する断層画像を別に表示する必要があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第３９３２４８２号公報
【特許文献２】特許第３９４６８１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　２画面表示による比較観察では、断層画像と重畳画像との、両画像を同時に観察するこ
とができない。すなわち、比較観察をする際には、各画像を交互に見るための視線移動が
発生する。視線を動かすことで、全く同じ位置を比較することが難しくなり、このため、
被検体体内組織の形態情報と付加情報（機能情報や性状情報）とを、細部まで詳細に比較
することが難しかった。
【０００８】
　そこで、本発明は、被検体体内組織の形態情報を示す断層画像と付加情報（機能情報や
性状情報）とをシームレスに観察することができる超音波診断装置を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明の一態様に係る超音波診断装置は、表示手段が接続
可能に構成され、プローブが被検体の体表上で操作されることによって前記被検体の体内
から取得された反射超音波に基づいて前記被検体の体内観察を行う超音波診断装置であっ
て、前記反射超音波に基づいて前記被検体の断層画像を生成する断層画像生成部と、前記
反射超音波に基づく受信信号を解析し、前記被検体の断層画像の各画素位置における機能
情報を出力する受信信号解析部と、前記受信信号解析部が出力した各画素位置の前記機能
情報に基づき、前記断層画像の各画素に奥行情報を付与した疑似３次元画像を生成する疑
似３次元画像生成部と、前記疑似３次元画像を２次元画像へ射影変換する射影部とを備え
、前記表示手段に前記射影変換された２次元画像を表示することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　上記した本発明の一態様に係る超音波診断装置は、被検体体内組織の形態情報を示す断
層画像と付加情報（機能情報や性状情報）とをシームレスに観察することができ、精細に
両者を比較することが可能となるので、総合的な診断がより高い精度で実施することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施の形態１に係る超音波診断装置１５０の主要部１５１を示すブロック図であ
る。
【図２】実施の形態１に係る超音波診断装置１５０の構成を示すブロック図である。
【図３】実施の形態１に係る超音波診断装置１５０の処理フローを示すフローチャートで
ある。
【図４】実施の形態１に係る超音波診断装置１５０において、図６と同じ硬さ情報を疑似
３次元画像射影画像として表示した画像であり、（ａ）は、視点を疑似３次元画像に対し
て正面の位置に設定した場合の射影像、（ｂ）は、視点を疑似３次元画像に対して下の方
から眺める位置に設定した場合の射影像である。
【図５】実施の形態２に係る超音波診断装置１５２の構成を示すブロック図である。
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【図６】従来の超音波診断装置において、断層画像に対して硬さ情報を重畳して示した画
像表示の一例である。
【図７】従来の超音波診断装置において、断層画像に対して硬さ情報を重畳して示した画
像と断層画像とを並べて表示した一例である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、実施の形態について説明する。
　≪本発明を実施するための形態の概要≫
　本実施の形態に係る超音波診断装置は、表示手段が接続可能に構成され、プローブが被
検体の体表上で操作されることによって前記被検体の体内から取得された反射超音波に基
づいて前記被検体の体内観察を行う超音波診断装置であって、前記反射超音波に基づいて
前記被検体の断層画像を生成する断層画像生成部と、前記反射超音波に基づく受信信号を
解析し、前記被検体の断層画像の各画素位置における機能情報を出力する受信信号解析部
と、前記受信信号解析部が出力した各画素位置の前記機能情報に基づき、前記断層画像の
各画素に奥行情報を付与した疑似３次元画像を生成する疑似３次元画像生成部と、前記疑
似３次元画像を２次元画像へ射影変換する射影部とを備え、前記表示手段に前記射影変換
された２次元画像を表示することを特徴とする。
【００１３】
　また、別の態様では、前記射影部は、前記疑似３次元画像を平行射影変換する構成であ
ってもよい。
　また、別の態様では、前記射影部は、前記視点位置が初期状態の場合には垂直射影変換
を行い、前記垂直射影変換された表示画像は、前記断層画像を２次元表示する場合の表示
画像と同等である構成であってもよい。
【００１４】
　また、別の態様では、さらに、前記疑似３次元画像を観察する視点に相当する位置を変
更する操作手段が接続可能に構成され、前記視点位置が変更された場合には、前記射影部
は前記疑似３次元画像を変更された視点位置にもとづき射影変換し、前記表示手段に変更
された視点位置にもとづき射影変換された２次元画像を表示する構成であってもよい。
　また、別の態様では、さらに、検査者を撮像する撮像手段が接続可能に構成され、かつ
、前記撮像手段によって撮像された検査者の画像を解析し前記疑似３次元画像を観察する
視点位置を決定する画像解析部とを備え、前記射影部は前記視点位置にもとづき前記疑似
３次元画像を射影変換し、前記表示手段に変更された視点位置にもとづき射影変換された
２次元画像を表示する構成であってもよい。
【００１５】
　また、別の態様では、前記受信信号解析部は、前記機能情報として血流情報を出力する
構成であってもよい。
　また、別の態様では、前記受信信号解析部は、前記機能情報として硬さ情報を出力する
構成であってもよい。
　また、別の態様では、前記受信信号解析部は、前記機能情報として造影情報を出力する
構成であってもよい。
【００１６】
　また、別の態様では、前記受信信号解析部は、前記機能情報として組織動き情報を出力
する構成であってもよい。
　また、本実施の形態に係る画像表示方法は、プローブが被検体の体表上で操作されるこ
とによって前記被検体の体内から取得された反射超音波に基づいて表示手段に画像表示を
する方法であって、前記反射超音波に基づいて、前記被検体の断層画像を生成し、前記反
射超音波に基づく受信信号を解析し、前記被検体の断層画像の各画素位置における機能情
報を出力し、前記断層画像の各画素位置の前記機能情報に基づき、前記断層画像の各画素
に奥行情報を付与した疑似３次元画像を生成し、前記疑似３次元画像を２次元画像へ射影
変換し、前記射影変換された２次元画像を前記表示手段に表示することを特徴とする。
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【００１７】
　また、別の態様では、前記疑似３次元画像は観察する視点に相当する位置に基づき斜射
変換される構成であってもよい。
　≪実施の形態１≫
　以下、実施の形態１について、図面を参照しながら説明する。
　＜主要部＞
　実施の形態１に係る超音波診断装置１５０の主要部の概略構成を説明する。図１は、実
施の形態１に係る超音波診断装置１５０の主要部１５１を示すブロック図である。超音波
診断装置１５０の主要部１５１は、断層画像生成部１０５、受信信号解析部１０６、疑似
３次元画像生成部１０７、及び射影部１０８から構成される。超音波診断装置１５０は、
プローブにより被検体から取得された反射超音波に基づいて被検体内の形態情報を獲得し
、さらに、被検体内組織の機能情報、あるいは、性状情報を獲得する。
【００１８】
　断層画像生成部１０５は、超音波プローブにより被検体から取得された反射超音波に基
づいて断層画像（Ｂモード画像）を生成する。
　受信信号解析部１０６は、反射超音波、あるいは、断層画像をもとに信号解析を行い、
被検体体内組織の機能情報、あるいは、性状情報を算出する。ここでは、組織の弾性情報
を算出する場合を例として説明する。ただし、解析により得られる情報は弾性情報に限定
されるものではない。
【００１９】
　疑似３次元画像生成部１０７は、断層画像と付加情報とを合成し、疑似３次元画像を生
成する。３次元画像は、各画素が３次元的な位置情報と輝度値とをもつ画像である。ここ
でいう疑似３次元画像とは、物体の３次元立体形状を示す画像と対比して称するものであ
る。一般に超音波診断装置で用いられる３次元画像は、被検体体内組織の３次元的な形状
と対応した、３次元の情報をもつ画像である。これに対し、本実施の形態では、被検体体
内組織の３次元的な形状とは対応しない、３次元の情報をもつ画像を、疑似３次元画像と
称する。
【００２０】
　射影部１０８は、疑似３次元画像生成部が生成した疑似３次元画像を２次元画像へと射
影変換する。
　＜全体構成について＞
　次に、実施の形態１に係る超音波診断装置１５０の全体構成について説明する。図２は
、実施の形態１に係る超音波診断装置１５０の構成を示すブロック図である。図２に示す
ように、超音波診断装置１５０は、制御部１０３と、送受信部１０４と、断層画像生成部
１０５と、受信信号解析部１０６と、疑似３次元画像生成部１０７と、射影部１０８と、
データ格納部１０９とを備える。また、超音波診断装置１５０の外部には、プローブ１０
１と、操作手段１０２と、表示手段１１０とがあり、それぞれ、超音波診断装置１５０に
接続されている。なお、プローブ１０１と、操作手段１０２と、表示手段１１０とは、超
音波診断装置１５０の内部にあってもよい。また、プローブ１０１と、操作手段１０２と
、表示手段１１０とがなくてもよい。
【００２１】
　＜各部構成について＞
　（プローブ１０１）
　プローブ１０１は、超音波を送受信する超音波振動子を備える超音波プローブである。
プローブ１０１は、送受信部１０４の指示に従い超音波を送受信する。また、プローブ１
０１は、被検体からの反射超音波（超音波反射信号）をエコー信号として受信し受信信号
を出力する。なお、プローブ１０１は、超音波振動子が１次元方向に配列されているプロ
ーブであってもよいし、超音波振動子がマトリックス状に配置された２次元アレイプロー
ブであってもよい。
【００２２】
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　（操作手段１０２）
　操作手段１０２は、超音波診断装置１５０に対して、操作者の指示を伝える。キーボー
ドやトラックボール、マウス等である。特に、後述の疑似３次元画像を２次元画像に射影
変換する射影部１０８に対して、視点の位置を指示するために用いられる。後述の表示手
段１１０がタッチインタフェースを備えれば、表示手段上のボタン等も操作手段として用
いて構わない。
【００２３】
　（制御部１０３）
　制御部１０３は、超音波診断装置１５０に含まれる各処理部の制御を行う。以降、特に
明記しないが、制御部１０３が各処理部の動作を制御する。例えば、制御部１０３は、動
作タイミングなどを制御しながら各処理部に処理を実行させる。
　（送受信部１０４）
　送受信部１０４は、プローブ１０１の超音波振動子を駆動させて超音波を発生させる。
また、送受信部１０４は、プローブ１０１が被検体から受信した反射超音波に基づく受信
信号を受信する。
【００２４】
　（断層画像生成部１０５）
　断層画像生成部１０５は、送受信部１０４が受信した反射超音波を基に、断層画像を生
成する。断層画像は、いわゆるＢモード画像である。具体的には、断層画像生成部１０５
は、反射超音波に対しフィルタ処理を行ったのち、包絡線検波を行う。さらに、断層画像
生成部１０５は、包絡線検波により取得した信号に対して対数変換及びゲイン調整を行う
ことでＢモード画像（断層画像）を生成する。
【００２５】
　（受信信号解析部１０６）
　受信信号解析部１０６は、反射超音波に基づく受信信号をもとに信号解析を行い、被検
体体内組織の機能情報、あるいは、性状情報を計測する。この計測は、異なる時間におい
て得られた少なくとも２つの反射超音波を比較解析することで行い、既存の技術を適用す
ることができる。例えば、ドプラ計測によるカラーフローイメージング、ストレインエラ
ストグラフィ法による弾性イメージングを用いることができる。
【００２６】
　（疑似３次元画像生成部１０７）
　疑似３次元画像生成部１０７は、断層画像と、付加情報とから、疑似３次元画像を生成
する。疑似３次元画像生成は、断層画像の各画素に対して各対応する付加情報の数値を奥
行情報として付与することで行う。例えば、付加情報として弾性情報を用いる場合には、
疑似３次元画像は硬さに応じて奥行が変化する画像となる。この場合、疑似３次元画像は
、例えば、硬い組織であると算出された領域は奥行が深く、また、柔らかい組織であると
算出された領域は奥行が浅いような３次元構造を持つ。なお、前述したように、ここでの
奥行情報は、被検体体内組織の立体構造とは無関係の情報であるため、得られる３次元の
画像を「疑似３次元画像」と称している。
【００２７】
　ここでは付加情報として弾性情報を用いて説明したが、用いる付加情報は弾性情報に限
られない。断層画像の各画素位置に対応した情報を表すものであればよい。例えば、血流
に対応した速度情報、造影イメージングにおける微小気泡群からの高調波成分情報などを
適用することができる。
　（射影部１０８）
　射影部１０８は、疑似３次元画像を２次元ディスプレイである表示手段１１０へ表示す
るために、２次元画像への射影変換処理を行う。ここで、疑似３次元画像が射影変換され
た２次元画像を「疑似３次元画像射影画像」と定義する。射影変換処理としては、例えば
、平行射影変換を行う。平行射影変換によれば、３次元画像から視点への視線が平行であ
るように射影される。疑似３次元画像射影画像の各画素は、断層画像と同じ輝度値を持つ
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ため、視点を疑似３次元画像に対して正面の適切な位置に置けば、断層画像と同等の２次
元画像を得ることができる。また、視点を正面からずらすことで、疑似３次元画像の３次
元構造を反映した射影画像を得ることができる。
【００２８】
　なお、射影方法は平行射影表示に限られるものではない。初期の視点位置において、断
層画像と同等の射影画像が得られる投影方法であればよく、例えば、垂直射影変換を行う
構成であってもよい。また、視点の位置を指示するために用いられる操作手段１０２によ
り視点の位置を変更する指示がされた場合には、操作手段１０２から操作される視点位置
の変更を反映した、射影変換を行う。
【００２９】
　（データ格納部１０９）
　データ格納部１０９は、断層画像生成部１０５が生成する断層画像、受信信号解析部１
０６が生成する解析情報、疑似３次元画像生成部１０７が生成する疑似３次元画像、射影
部１０８により生成された射影画像を格納する。
　（表示手段１１０）
　表示手段１１０は、断層画像、解析情報、疑似３次元画像射影画像などを表示する。表
示手段１１０は、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｄｉｓｐｌａｙ、液晶ディス
プレイ）などの表示装置である。なお、本実施の形態は、形態情報と付加情報とを疑似３
次元画像射影画像として表示する表示方法を特徴とする。よって、超音波診断装置１５０
が、データ格納部１０９を具備するかどうかは任意である。
【００３０】
　＜動作について＞
　次に、実施の形態１に係る超音波診断装置１５０の動作について説明する。図３は、実
施の形態１に係る超音波診断装置１５０の処理フローを示すフローチャートである。本実
施の形態における超音波診断装置１５０の超音波画像表示処理のフローチャートの一例を
示したフローチャートある。
【００３１】
　（ステップＳ２０１）
　ステップＳ２０１において、断層画像生成部１０５が断層画像を生成する。具体的には
、送受信部１０４は、プローブ１０１を通じて被検体に超音波を発信し、プローブ１０１
を通じて反射超音波を受信し受信信号を出力する。断層画像生成部１０５は、送受信部１
０４が受信した反射超音波に基づく受信信号を処理することで断層画像を生成し、生成し
た断層画像をデータ格納部１０９に保存する。あわせて、生成した断層画像を表示手段１
１０により表示する。なお、断層画像生成は時系列的に連続で行ってもよい（以降便宜上
、断層画像の１生成単位をフレームと呼ぶこととする）。
【００３２】
　（ステップＳ２０２）
　ステップＳ２０２において、受信信号解析部１０６は、反射超音波に基づく受信信号を
もとに、信号解析を行い、被検体体内組織の弾性情報を算出する。より具体的には、超音
波探触子で圧迫を加えながら、計測時間の異なる２つのフレームの反射超音波データを得
て、これら２つのフレームデータから被検体体内組織各部の変位情報を求め、変位情報か
ら歪み情報を算出し、歪みの大小により各組織の弾性情報を算出する。
【００３３】
　算出された弾性情報は、データ格納部１０９に保存する。ここでは、被検体体内組織各
部の弾性情報をもとに、弾性画像として保存する。
　（ステップＳ２０３）
　ステップＳ２０３では、疑似３次元画像生成部は、断層画像と、弾性情報とを合成し、
疑似３次元画像を生成する。ここでは、断層画像の各画素に対し、弾性画像の対応する画
素位置から得られる弾性情報を、奥行情報として付与することで行う。このようにして得
られる疑似３次元画像は、硬さに応じて奥行が変化する画像となる。例えば、硬い組織で
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あると算出された領域は奥行が深く、また、柔らかい組織であると算出された領域は奥行
が浅い３次元構造を持つ。
【００３４】
　（ステップＳ２０４）
　ステップＳ２０４では、射影部１０８は、ステップＳ２０３で生成された疑似３次元画
像を２次元画像へと射影変換し、表示手段１１０に表示する。ここでは、操作手段１０２
から操作される視点位置の変更を反映した、射影変換を行う。
　疑似３次元画像射影画像の各画素の輝度値は、断層画像と同じ輝度値をもつため、疑似
３次元画像射影画像の表示を観察することで形状情報を把握することができる。また、疑
似３次元画像射影画像の各画素は、各位置の弾性情報を反映した奥行情報を付与されてい
るため、視点位置の変更による表示の変化を観察することで、各部の弾性情報の違いを把
握することができる。
【００３５】
　＜効果＞
　実施の形態１に係る超音波診断装置１５０における疑似３次元画像射影画像の表示によ
る効果を、図４に例示する。図４は、実施の形態１に係る超音波診断装置１５０において
、図６と同じ硬さ情報を疑似３次元画像射影画像として表示した画像の一例であり、（ａ
）は、視点を疑似３次元画像に対して正面の位置に設定した場合の射影像、（ｂ）は、視
点を疑似３次元画像に対して下の方から眺める位置に設定した場合の射影像である。図４
（ｂ）に示すように、硬さにしたがって奥行情報を与えた疑似３次元画像射影画像により
、図６において青色で表示された領域Ｂで示される硬い領域は、図４（ｂ）ではＣ部のよ
うに浮き出た状態で表示される。これにより、検査者は硬さを観察することが可能となっ
ている。疑似３次元画像射影画像では、硬さ情報は輝度値に対して影響を与えないため、
断層像による階調情報は失われず、形態情報も同時に観察することが可能である。さらに
、視点位置を連続的に移動させることで、図４（ａ）から図４（ｂ）へと、表示が滑らか
に変化するように構成することができ、従来の断層画像表示方法との連続性も保つことが
できる。
【００３６】
　なお、本実施の形態では視点位置を反映した射影変換を行うが、例えば、疑似３次元画
像を回転・移動させることでも同様の表示効果が得られる。奥行情報の違いを提示できる
方法であればよい。
　以上より、本実施の形態に係る超音波診断装置１５０は、形態情報である断層画像と付
加情報（機能情報や性状情報）とを疑似３次元画像射影画像として表示する。これにより
、超音波診断装置１５０は、形態情報である断層画像と、付加情報である弾性情報とを、
略同時に観察することができる。形態情報と付加情報（機能情報や性状情報）とをシーム
レスに観察することができ、精細に両者を比較することが可能となるので、総合的な診断
がより高い精度で実施することができる。
【００３７】
　≪実施の形態２≫
　以下、実施の形態２について、図面を参照しながら説明する。
　＜全体構成＞
　実施の形態２に係る超音波診断装置１５２の全体構成について説明する。図５は、実施
の形態２に係る超音波診断装置１５２の構成を示すブロック図である。図５において、図
２と同じ構成要素については同じ符号を用い、説明を省略する。
【００３８】
　図５に示される超音波診断装置１５２は、図２に示される超音波診断装置１５０の構成
に加え、撮像手段１１１と、画像解析部１１２とを備えた構成を採る。
　実施の形態２に係る超音波診断装置１５２においては、撮像手段１１１は、検査者の顔
を撮像する。疑似３次元画像を観察する際の視点を決定するために、表示手段の上部また
は下部に、検査者に向けて設置することが望ましい。
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【００３９】
　画像解析部１１２は、撮像手段１１１によって取得した画像を解析し、視点位置を決定
する。
　実施の形態１においては、検査者の制御により視点位置を変更していたが、マウスやト
ラックボールといった操作部を操作するのは直感的ではなく、思い通りに変更できないと
いう課題があった。このため、より直感的に視点位置を制御するために、検査者の視点位
置を識別する手段を設ける。
【００４０】
　視点位置の識別には公知の技術を用いることができる。例えば、まず顔検出処理を行い
、さらに黒目の位置を特定する。顔の傾きと、黒目の位置とから、視点を判定することが
可能である。
　なお、より簡易には、視点位置として顔検出の結果をそのまま用いても構わない。検査
者は顔自体を動かしながら画像を観察することで、疑似３次元画像の３次元構造を把握す
ることが可能になる。
【００４１】
　かかる構成によれば、どのように断層画像を観察しているかが識別され、対応する向き
の疑似３次元画像を簡易に参照することができる。直感的に視点位置を変更することがで
きることで、容易に疑似３次元画像の３次元構造が把握でき、その結果、形態情報と機能
情報とを詳細に照らし合わせた、正確な診断が可能となる。
　≪変形例≫
　以上、各実施の形態に係る超音波診断装置について説明した。
【００４２】
　なお、本発明は、各実施の形態に限定されるものではない。例えば、各実施の形態にお
ける超音波診断装置に含まれる処理部の一部又は全部が、プローブ１０１に含まれてもよ
い。
　また、各実施の形態に係る超音波診断装置に含まれる各処理部は典型的には集積回路で
あるＬＳＩとして実現される。これらは個別に１チップ化されてもよいし、一部又は全て
を含むように１チップ化されてもよい。
【００４３】
　また、集積回路化はＬＳＩに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで実現し
てもよい。ＬＳＩ製造後にプログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇ
ｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）、又はＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を
再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
　また、各実施の形態に係る、超音波診断装置の機能の一部又は全てを、ＣＰＵ等のプロ
セッサがプログラムを実行することにより実現してもよい。
【００４４】
　さらに、本発明は上記プログラムであってもよいし、上記プログラムが記録された非一
時的なコンピュータ読み取り可能な記録媒体であってもよい。また、上記プログラムは、
インターネット等の伝送媒体を介して流通させることができるのは言うまでもない。
　また、ブロック図における機能ブロックの分割は一例であり、複数の機能ブロックを一
つの機能ブロックとして実現したり、一つの機能ブロックを複数に分割したり、一部の機
能を他の機能ブロックに移してもよい。また、類似する機能を有する複数の機能ブロック
の機能を単一のハードウェア又はソフトウェアが並列又は時分割に処理してもよい。
【００４５】
　また、上記のステップが実行される順序は、本発明を具体的に説明するために例示する
ためのものであり、上記以外の順序であってもよい。また、上記ステップの一部が、他の
ステップと同時（並列）に実行されてもよい。
　また、各実施の形態に係る超音波診断装置、及びその変形例の機能のうち少なくとも一
部を組み合わせてもよい。
【００４６】
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　さらに、本発明の主旨を逸脱しない限り、本実施の形態に対して当業者が思いつく範囲
内の変更を施した各種変形例も本発明に含まれる。
≪補足≫
　以上で説明した実施の形態は、いずれも本発明の好ましい一具体例を示すものである。
実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態、
工程、工程の順序などは一例であり、本発明を限定する主旨ではない。上記で用いた数字
は、全て本発明を具体的に説明するために例示するものであり、本発明は例示された数字
に制限されない。
【００４７】
　また、発明の理解の容易のため、上記各実施の形態で挙げた各図の構成要素の縮尺は実
際のものと異なる場合がある。また本発明は上記各実施の形態の記載によって限定される
ものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において適宜変更可能である。
　さらに、超音波診断装置においては基板上に回路部品、リード線等の部材も存在するが
、電気的配線、電気回路について画像診断装置等の技術分野における通常の知識に基づい
て様々な態様を実施可能であり、本発明の説明として直接的には無関係のため、説明を省
略している。尚、上記示した各図は模式図であり、必ずしも厳密に図示したものではない
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　本発明にかかる超音波診断装置は、形態情報と付加情報（機能情報や性状情報）とを精
細に比較することを可能とし、総合的な診断がより高い精度で実施できることから、医療
診断機器産業において広く活用することが可能である。
【符号の説明】
【００４９】
１０１　　プローブ
１０２　　操作部
１０３　　制御部
１０４　　送受信部
１０５　　断層画像生成部
１０６　　受信信号解析部
１０７　　疑似３次元画像生成部
１０８　　射影部
１０９　　データ格納部
１１０　　表示手段
１１１　　撮像手段
１１２　　画像解析部
１５０、１５２　　超音波診断装置
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